
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ共通 
下水道の見える化・ 

水環境ビジネスの 

展開のために 

Ⅳ経営管理 
持続的な下水道の 

あゆみのために 

Ⅲ環境 
豊かで魅力ある 

県土づくりのために 

Ⅱ安全・安心 
安全で誰もが 

安心して暮らせる 

地域づくりのために 

Ⅰ暮らし 
快適な生活と 

豊かな地域づくり 

のために 

施策の方向性 最終的な姿 平成 32 年度末の姿 平成 27 年度末の姿 

 

滋賀県下水道中期ビジョン中間見直しの概要 

 

○持続的かつ効率的に下水道の機能・サービスを提供していくために、今後１０年程度の県と市町における下水道事
業の施策の方向性を示し、計画的に遂行することを目的に策定。 
本ビジョンに基づき、県・市町において下水道事業を実施。 

○施策を、「暮らし」、「安全・安心」、「環境」、「経営管理」、「共通」の５分野に体系化し整理。 
○計画期間：平成２３年度から平成３２年度までの１０年間。 

○ビジョン策定から５年が経過し、老朽化施設の増大、大規模地震や豪雨災害リスクの顕在化等、新たな課題を踏
まえ、拡充すべき施策や新たに追加すべき施策を定める。 

 
（★：今回の見直しで拡充もしくは追加した施策） 

１．滋賀県下水道中期ビジョン策定の目的等 ２．中間見直しの目的 

現状と課題 将来像 

 ◇汚水処理の未普及地区の残存 
・下水道普及率（H27）は 88.8%（全国 7 位）、汚水処理人

口普及率（H27）は 98.5%（全国 3 位）。しかし、全体計画

区域内に一部未整備地区が残る。 

◇下水道への接続率状況 
・下水道接続率（H27）は 92.9%と高い水準であるが、高齢

化率の高い市町では低い傾向。 

 

 

◇汚水処理普及の促進 
・滋賀県汚水処理施設整備構想による整備目標の設定（市町） 

・早期・低コスト型下水道整備の促進（市町）★ 

 

◇浸水リスクの顕在化 
・局所的集中豪雨の増加により、浸水リスクが顕在化。 

・下水道事業の雨水整備面積(H27)は、全体計画区域の

8.1%程度。 

◇不明水量の増加 
・H25 年の台風 18 号による、下水道施設の被害により、

不明水の流入問題が顕在化。 

 
◇大規模地震リスクの顕在化 
・東日本大震災、熊本地震が発生。南海トラフ巨大地震

等、大規模地震リスクが顕在化。 

 ◇施設の老朽化の進行 
・老朽化が進む施設の適正な維持管理、改築更新の必

要性。 

 
◇水環境に対する持続的な貢献の必要性 
・高度処理人口普及率（H27）は 88.4%（全国 1 位）。琵琶

湖の水質メカニズム調査結果を踏まえた下水処理の検

討が必要。 

 
◇汚泥リサイクル率の伸び悩みと多様なポテ

ンシャルへの期待の増加 
・汚泥の有効利用率の低下。 

・下水道法の改正(汚泥有効利用の努力義務化)。 

・下水熱利用の拡大。 

◇地球温暖化の進行  
・東日本大震災以降、火力発電の増加により、下水処理

過程で排出される温室効果ガス排出量が増加。 

◇使用料収入の伸び悩みと老朽化 

施設の更新費用の増加 
・人口減少、少子高齢化による、使用料収入の伸び悩

み。 

・建設された下水道ストックの増大に対応するため、スト

ックマネジメントが必要。 

◇機能・サービスレベル低下の恐れ 
・下水道担当職員は減少傾向であり、サービスレベルの

低下が懸念。 

◇経営の透明化の社会的要請 
・総務省より、地方公営企業会計の適用要請。県は平成

31 年度の移行を目標。 

◇住民等との協働及び広報・教育活動の拡

充 
・汚水の排出者、サービスの受益者、費用の負担者であ

る住民との協働の必要性の拡大。 

◇水環境ビジネスの支援の社会的要請 
・水環境ビジネスの支援を通じた、地域経済活性化への

社会的要請。 

◇適正な汚水処理推進のための接続率の向上 
・下水道接続率の向上による下水道整備効果の確保（市町） 

・適正な汚水処理推進のための接続率向上に関する検討会の実施

（県・市町）★ 

・住民への下水道の PR の充実（県・市町） 

◇浸水対策の加速 
・浸水対策施設の整備（ハード対策）（県・市町） 

・浸水ソフト対策の実施（県・市町） 

◇不明水対策の促進 
・発生源の調査、対策の実施（県・市町）★ 

・被害軽減対策の実施（県・市町）★ 

◇県・市町・民間等が一体となった危機管理の充実 
・耐震対策等の推進（ハード対策）（県・市町） 

・耐震対策等の推進（ソフト対策）（県・市町） 

◇点検・診断・改築のメンテナンスサイクルの確立 
・効率的なストックマネジメントの実施（県・市町）★ 

◇水環境の向上 
・高度処理人口の増加（市町） 

・処理水質の向上（県・市町） 

・研究機関との連携の推進（県）★ 

・市街地排水対策の実施（県・市町） 

・合流式下水道の計画的な改善（市町） 

◇新たなエネルギーの創造、地産地消 
・新たな下水道汚泥の有効利用手法の検討（県・市町） 

・下水道資源の適性、ニーズを考慮した有効利用（県・市町） 

・下水熱の有効利用（県・市町）★ 

◇地球温暖化対策 
・下水道資源を活用した温室効果ガスの削減（県・市町） 

・省エネルギー設備への計画的更新（県・市町） 

◇ストックマネジメントの実施と施設管理の広域化・共同

化、官民連携手法の導入検討 
・ストックマネジメントの実践（県・市町）★ 

・維持管理の効率化や広域化・共同化（県・市町）★ 

・官民連携手法の導入（県・市町）★ 

・ICT、IoT の活用促進（県・市町）★ 

◇下水道の運営力(技術力+財政運営力+マネジメント

力)の向上 
・下水道の運営に係る総合的な能力の向上（県・市町） 

◇公営企業会計の活用 
・下水道経営の透明化（県・市町） 

・下水道経営の効率化（県・市町） 

・経営戦略の策定（県・市町） 

◇下水道の見える化の推進 
・見える化や協働の推進（県・市町） 

◇水環境ビジネスの展開支援 
・JICA との連携強化と国際化への取り組み（県）★ 

◇下水道の普及促進 
・下水道処理人口普及率（市町） 88.8% 

◇汚水処理施設の普及促進 
・汚水処理人口普及率（市町）98.5% 

◇下水道の普及促進 
・下水道処理人口普及率（市町）92.2% 

◇汚水処理施設の普及促進 
・汚水処理人口普及率（市町）99.3% 

◇下水道の普及促進 
・下水道処理人口普及率（市町） 97.9% 

◇汚水処理施設の普及促進 
・汚水処理人口普及率(市町) 100% 

◇下水道未接続世帯の段階的解消 
・住民や事業所への啓発や、未賦課者の調査を促進し、最終的に接続率 100％を目指す（市町） 

・県は、適正な汚水処理推進のための接続率向上検討会を開催し、市町を支援（県・市町）★ 

◇浸水対策の実施 
・全体計画区域の 8.1%が整備済（市町） 

・ポンプ場の耐水化計画を策定（県） 

・内水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟは 15/19 市町で策定済 

◇浸水対策の実施 
・浸水常襲地区から段階的に整備（市町） 

・ポンプ場の浸水防止対策を実施（～H32）（県）★ 

・内水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを防災訓練へ活用、河川部局等と連携した防災訓練を実施（県・市町） 

◇不明水対策の実施 
・11/19 市町で不明水発生箇所調査を実施 

・湖南中部処理場の運転ﾙｰﾙ見直しを実施 

◇不明水対策の実施 
・全市町で不明水調査を実施、不明水発生源対策を実施（市町）★ 

・全流域処理場で運転ﾙｰﾙ見直し、被害軽減ﾊｰﾄﾞ対策を検討・実施（県）★ 

◇耐震対策の実施 
・4/19 市町で耐震対策を実施 

・5/19 市町で BCP の策定 

◇ストックマネジメントの実施 
・長寿命化計画による改築更新（県・市町） 

・12/19 市町で計画的な点検調査を実施 

◇耐震対策の実施 
・改訂した「下水道施設の耐震対策指針」に基づき、耐震診断、耐震対策を実施（県・市町） 

・全市町で BCP の策定。ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚの整備。県・市町・民間と連携した防災訓練の実施★ 

◇ストックマネジメントの実施 
・ストックマネジメント計画を策定し、効率的な改築更新の実施（県・市町）★ 

・全市町で計画的な点検調査を実施し、維持管理情報を整備 

◇高度処理人口の増加 
・高度処理人口普及率（市町） 88.4 % 

◇処理水質の向上 

・窒素除去高度処理率（県） 58.0 % 

・窒素除去高度処理率（市町） 64.4 % 

◇高度処理人口の増加 
・高度処理人口普及（市町） 91.8% 

◇処理水質の向上 

・窒素除去高度処理率（県） 63.3 % 

・窒素除去高度処理率（市町） 64.4 % 

◇高度処理人口の増加 
・高度処理人口普及（市町） 97.6% 

◇処理水質の向上 

・窒素除去高度処理率（県）100.% 

・窒素除去高度処理率（市町） 100 % 

◇下水汚泥の有効利用 
・汚泥燃料化施設の供用開始（湖西） 

◇下水熱の有効利用 

・湖南中部処理場にて下水熱を有効利用 

◇下水汚泥の有効利用 
・農業分野への活用等、新たな汚泥の有効利用を検討・推進（県・市町） 

◇下水熱の有効利用 

・下水熱ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙﾏｯﾌﾟを活用し、民間も含めた下水熱の有効利用を検討・推進（県・市町）★ 

◇地球温暖化対策 
・下水道資源を活用し、効率的な運転管理方法を検討・推進（県・市町） 

・省エネルギー機器等の利用による効果的なシステムに段階的へ転換（県・市町） 

◇ストックマネジメントの実施 

・長寿命化計画による改築更新（県・市町） 

◇施設管理の広域化・共同化 

・農業集落排水施設 10 地区を下水道接続 

・湖西、高島処理場で脱水汚泥の受入れを実

施 

◇ストックマネジメントの実施 

・ストックマネジメント計画を策定し、安定した経営管理を実施（県・市町）★ 

◇施設管理の広域化・共同化 

・農業集落排水施設 42 地区（H32 迄）、88 地区（H37 迄）を下水道に接続（市町）★ 

・他事業との連携や広域化、共同化を検討・推進（県・市町）★ 

◇下水道の運営力の向上 

・2 市町で技術の伝承を実施 

◇下水道の運営力の向上 

・技術、施設情報の整理・体系化による効率的な施設管理を実施（県・市町） 

・財政、広報、マネジメント等、総合的な能力を向上（県・市町） 

◇公営企業会計の活用 

・3/19 市町で公営企業会計の導入 

◇下水道の見える化の推進 

・住民協働、広報・教育活動の実施 

・淡海環境プラザの活用（県） 

◇公営企業会計の活用 

・県：平成 31 年度迄に公営企業会計を導入し、経営戦略を策定 

・市町：平成 32 年度迄に全市町で公営企業会計を導入し、経営戦略を策定 

◇下水道の見える化の推進 

・学校や地域自治会等での参加型学習活動の実施（県・市町） 

・淡海環境プラザを活用した、広報・啓発の拡大、発展（県）★ 

◇水環境ビジネスの展開支援 

・JICA 草の根技術協力事業への参加（県） 

・淡海環境プラザの活用（県） 

◇水環境ビジネスの展開支援 

・JICA との連携強化を図り、国際展開を推進（県）★ 

・淡海環境プラザを活用し、民間企業の新技術開発を支援（県）★ 
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平成 29 年（2017 年）3 月 9 日 

琵 琶 湖 環 境 部 下 水 道 課 


